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【担当部課名】

市民生活部 自治振興課 、 企画財政部 地域コミュニティ推進室

◆要望内容

【要望内容】 　水の浦地区連合自治会では、人口（世帯数）減少によ

り、連合自治会費が大幅な収入減となり、運営に支障をき

たしている。

   そこで、連合自治会の活動拠点である公民館の建設費

と、人口（世帯数）減少への対応資金を作り出すた

め、50年計画を作成し、令和3年度から実施している。

   また、水の浦町でも少子高齢化が進んでおり、自治会加

入者で高齢化率は５２％となっている。

長崎市の高齢化の状況を示したうえで、高齢化率が高い地

区に対し、何か財政的な支援をしてほしい。

【要望件名】 自治会への財政的な支援について

【 団 体 名 】 水の浦地区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　水の浦地区連合自治会におかれましては、日ごろから地域のまちづくり

のために様々な活動を行っていただいておりますことに対し、感謝申し上

げます。

　まず、ご質問の長崎市の高齢化率についてですが、住民基本台帳に基づ

く人口に占める65歳以上の割合は、令和３年12月末時点で、市全体では

33.4％となっており、水の浦地区連合自治会の区域では概ね52.4％と

なっています。

　次に、市におけるまちづくり支援としては、現在、自治会に対して、自

治会広報掲示板設置補助金や集会所建設奨励費補助金、広報ながさき等配

No.1丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能○ ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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布謝礼金などを通じ、財政的支援を行っておりますが、高齢化率に応じた

支援は行っていません。

　地域において自治会員や役員の高齢化や役員のなり手不足などの課題が

出てくる中、そのような市内全体の共通の課題を解決するために、現在、

市では自治会をはじめ地域の各種団体が連携し、地域課題の解決に取組む

「地域コミュニティ連絡協議会」の設立・運営を支援しています。

　協議会を設立した地区においては、各団体や学校、事業所等の皆さんが

集まり話し合う中で、自治会の活動を知ることができたり、団体同士の連

携が深まったりしたといった事例も生まれてきています。協議会の活動に

おいては、市から交付される地域コミュニティ交付金を活用して、高齢者

を含む世代間交流の取組みなどが行われている地区もありますので、協議

会設立に向けご検討いただければと思います。設立に向けたご検討にあた

りましては、地域コミュニティ推進室をはじめとした庁内関係所属が連携

してしっかりサポートさせていただきます。

　今後も地域に寄り添ったまちづくり支援に努めていきたいと考えており

ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
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【担当部課名】

水産農林部 農林振興課

◆要望内容

【要望内容】 　町内の斜面地に林のような場所があり、イノシシが出没

している。

　農林振興課からフェンスを支給されたが、高齢者が多

く、それを張る人がいない。手伝ってくれるような仕組み

はないか。

【要望件名】 イノシシ対策の手伝いについて

【 団 体 名 】 水の浦地区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　日頃から、有害鳥獣対策にご理解、ご協力いただき、大変感謝申し上げ

ます。

　長崎市では、イノシシをはじめとした有害鳥獣による農作物被害及び住

宅地等の市街地周辺における生活環境被害があり、被害相談件数も年々増

加している中、「防護」「捕獲」などの対策を実施するとともに、自治会

等が中心となって、防護柵の設置や捕獲隊の結成など、地域ぐるみの取組

みが進められているところです。

　貴地区（大谷町第四自治会）におかれましても、令和４年１月に長崎市

からイノシシの防護柵資材の貸与がなされ、地域の皆様が一緒になって柵

の設置に取り組まれているものの、労力不足などから計画どおり進まない

ことがあるとお聞きしております。

　長崎市としましては、資材貸与決定通知の際にチラシにてお知らせしま

したとおり、令和３年度から、貸与を受けた防護柵を自力で設置すること

No.2丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

○１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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が困難な自治会に対して、資材の運搬・設置に係る費用の一部補助を実施

していることから、貴地区におかれましても、ぜひご活用いただき、防護

柵の設置に努めていただきたいと考えています。

　いずれにしましても、有害鳥獣の被害対策は、喫緊の課題でありますの

で、今後とも、効果的な被害対策を進めるため、地域、関係機関などと連

携して、市民の安全安心の確保に努めてまいります。
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【担当部課名】

土木部 土木企画課

◆要望内容

【要望内容】 　国道202号線沿いの飽の浦バス停周辺の土地は低くなっ

ており、水が溜まりやすい状況である。ここ2，3年は、台

風・梅雨時に側溝の水があふれるようになっている。 　側

溝の浚渫が必要と思われるので、対応をお願いしたい。

【要望件名】 飽の浦バス停周辺の側溝の浚渫について

【 団 体 名 】 飽の浦地区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　一般国道202号は、道路管理者である長崎県が維持管理を行っていま

す。

　ご要望の道路の浚渫について、長崎県に確認しましたところ、「まずは

現地調査を実施の上、国道部の側溝の清掃を行う」とのことです。

No.3丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋○ ６　その他 （  ）
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【担当部課名】

防災危機管理室

◆要望内容

【要望内容】  　江の浦町は、海が近く、海抜も低いため、大雨や台風、

高潮の際には川が溢れ、一部の地域では浸水する場所もあ

る。また、稲佐山中腹にかけては、土砂災害やがけ崩れな

どの危険な場所も多い。   当地区の災害リスクや危険な場

所等について、安全・安心を確保する対策として、地域住

民に伝え、考える機会を作りたい。 防災のために何ができ

るか、どのような対策を行えばいいのか教えていただきた

い。

【要望件名】 防災について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　長崎市では、災害の危険個所や避難所の位置を確認できるよう、地域ご

とにハザードマップを作成し、各地域センターに備え、市のホームページ

でも閲覧できるようにしています。

　江の浦町につきましては、土砂災害警戒区域や高潮浸水エリア、津波災

害警戒区域に入っているところもありますので、まず、ハザードマップ等

で、自分の住む家が安全かどうかを事前に確認していただきたいと思いま

す。 

　長崎市では、自治会などの単位で、地域の避難所や危険箇所、過去に被

害があった場所などを地図に書き込みながら、災害時の避難行動について

話し合う地域防災マップづくりを行っています。 

No.4丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他○ （  ）
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　作成した地域防災マップを、各世帯に配布することで、地域全体への周

知や啓発にもなりますので、ご検討いただきますようお願いします。 

　また、避難先は市が指定する指定避難所だけではありません。避難とは

「難」を避けることです。安全な自宅や、親せき・知人宅、ホテルや旅館

などの頑丈な建物なども有効な避難所となります。

　長崎市では、いざという時に迅速に避難できるよう、平常時から、ご自

身にあった避難所（マイ避難所）を考えていただく取組みを進めていま

す。 

　それぞれの地域にあった取組みを行うことが重要と考えますので、地域

防災マップづくりや防災講話の実施など、防災危機管理室にお声かけくだ

さるようお願いします。
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近年、記録的な大雨や台風などによる自然災害が全国各地で多発しています。長崎市では昭和

57年 7月 23日（1982年）の長崎大水害以降、大規模な災害は発生していませんが、いつ発

生してもおかしくはありません。逃げ遅れ等の被害を防ぐためには、早めの避難行動と日頃の備

えが大切です。 

 長崎市では、平成 30年度から迅速な避難行動につなげる取り組みとなるマイ避難所運動を推

進しています。災害が発生する恐れがある場合、危険な場所にいる人は避難が原則です。 

日頃の備えとして、いざと

いう時の避難場所を決めてお

きましょう。避難のタイミン

グや避難する場所を記載でき

るマイ避難所シールやシート

を配布していますのでご活用

いただき、あらかじめ、どの

タイミングで、どこに避難す

るのか、ご家族や友人など、

周囲の方々と話し合って決め

ておきましょう。

避難先は市が指定する「指定避難所」だけではありません。避難とは「難」を避

けること。安全な自宅（在宅避難）や親戚・知人宅（縁故避難）、ホテル・旅館な

どの頑丈な建物なども避難先の選択肢として考えておきましょう。 

長崎市 

避難所 

避難することが危険な場合や、

自宅が頑丈な場合は、避難せず

自宅の安全なところにとどまる

ことも大切です 

（在宅避難） 

市が指定する指定避難所に避難する 

※必要品は自分で用意して持ってい

きましょう

ホテルや旅館などの頑丈な建物

や、安全な場所にある親戚や知

人宅などへ避難する

※避難生活のストレス軽減にも

有効です

台風や大雨の 

時はどこに避難 

しようか… 
事前に話し合って決め

ておけば、いざという

ときにも落ち着いて行

動できるね！ 
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【担当部課名】

まちづくり部 都市計画課 、 中央総合事務所 地域整備１課

◆要望内容

【要望内容】 　市内では、長崎駅など再開発が進んでいる場所もある

が、平戸小屋町のような斜面地にも目を向けて、住みやす

いまちにしてほしい。

　斜面市街地では人口減少が進んでおり、朝日小学校の児

童数も大幅に減少している。このような状況は、車が入ら

ないような宅地が多いことが原因と考えられる。

　また、これまで斜面市街地再生事業等において検討がな

され、用地買収や地形的制約による事業費の高騰などによ

り、事業の見直しが進められているが、現在の斜面市街地

は市の中心部に近い場所に位置し、車さえ入れば利便性の

高い場所である。

　そこで江の浦町と平戸小屋町の川沿いに「車みち事業」

を市に要望して進めている。町内の皆様も待望し協力をし

ていきますので、早急に事業を進めてほしい。

【要望件名】 住みやすいまちづくりについて

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　長崎市では、斜面市街地における防災性の向上や居住環境の改善を図る

ため、平成７年度から「斜面市街地再生事業」に着手し、生活道路の整備

を中心に取組みを進めていますが、事業には多くの家屋移転を伴うことな

どから長期化している状況にあります。

　このことから地元のまちづくり協議会や自治会と事業の見直しについて

協議を行っています。

No.5丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋

○
６　その他 （  ）
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　朝日地区についても同様に、地元まちづくり協議会と協議を進める中

で、これまでの広い幅員での道路拡幅ではなく、道路沿線の用地の寄付に

より車が通行できるような道路を整備する「車みち整備事業」を活用し

て、即効性のある整備を進めていくことを検討しています。

　「車みち整備事業」は、用地寄付や工事への同意取得など地元の主体的

な協力が必要となる事業でありますので、今後、地元まちづくり協議会と

連携を図りながら検討を進めていきたいと考えております。
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【担当部課名】

建築部 建築指導課

◆要望内容

【要望内容】 　近年、全国各地で自然災害が頻発化する中、水の浦地区

の斜面地には、石垣のある住宅が密集しているので、石垣

が台風、地震に対応できるのか心配である。相談に応じて

石垣の点検をしてほしい。

【要望件名】 石垣の点検について

【 団 体 名 】 水の浦地区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　石垣を含む民有地につきましては、所有者の責任において適切に管理、

保全していただく必要がありますが、石垣も年々老朽化するものであり、

近年の気象の変化も相まって、がけ崩れの危険性も増加してきており、場

合によっては、所有者本人のみならず周囲にお住まいの方々等に被害が及

ぶおそれもあります。 　

　そこで、長崎市では、平成２７年度に市民の安全・安心な生活環境を確

保するため、災害などで崩れたがけの復旧費用の一部を助成する「宅地の

がけ災害対策費補助金制度」を創設し、所有者が早期に復旧できるよう支

援しております。また、令和2年度からは制度を拡充し、ふくらみやひび

割れなどが見られる「崩れる恐れがあるがけ」の防災工事も対象とし、予

防・保全にも支援しております。

　ご要望のとおり、石垣が崩れる前の事前対策が非常に重要なことと考え

ておりますので、地域の皆様に、がけ崩れの前兆とは、どのようなもので

No.6丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

○１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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あるのかを、あらためてお知らせし、周辺に危ないがけがありましたら情

報をお寄せいただいて、現地で石垣の点検をした上で、所有者の方へ、適

切に管理していただくよう補助金の制度を周知し、また、助言や指導を行

い、安全・安心な生活環境の確保に努めてまいります。  

（がけに関する相談窓口）

長崎市建築部建築指導課　開発指導係

　℡０９５－８２９－１１７６（直通）
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【担当部課名】

企画財政部 長崎創生推進室

◆要望内容

【要望内容】 　水の浦町だけではなく、長崎市全体でも人口減少が進ん

でいると思う。

　長崎市全体で取り組んでいる人口減少対策を教えてほし

い。

【要望件名】 人口減少対策について

【 団 体 名 】 水の浦地区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　長崎市では、まち・ひと・しごと創生法に基づき、人口減少の克服と地

域活力の向上に向け、「若い世代に選ばれる魅力的なまち」をめざすべき

姿として掲げる「第2期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

しています。

　この戦略においては、「社会減・自然減の両面で人口の減り方をおさえ

る」、「人口が減っても暮らしやすいまちにする」、「交流人口を増や

す」という考え方を基本とし、以下の4つの目標を掲げて取組みを進めて

います。

・基本目標１　経済を強くし、新しいひとの流れをつくる

・基本目標２　子どもをみんなで育てる　子育てしやすいまちをつくる

・基本目標３　「まちの形」と「まちを支えるしくみ」をつくる

　・特定目標　　交流の産業化

　人口減少対策につきましては、働く、子育てする、暮らす、楽しむなど

No.7丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

○１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）

16



の様々な取組みを複合的に行っていく必要があると考えておりますので、

今後とも、各部局に横串を通しつつ、産学官金労言士のオール長崎市で

「若い世代に選ばれる魅力的なまち」となることを目指していきたいと考

えています。

■第2期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略

https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/730000/731000/p0282

63.html

17



【担当部課名】

まちづくり部 公共交通対策室

◆要望内容

【要望内容】 　高齢者は、病院や買い物に徒歩では行けず、タクシー代

の捻出も難しい。 病院や買い物に行くためのバスや乗合タ

クシーを、毎日でなくてもいいので、バス会社やタクシー

会社と共同で運営してほしい。

【要望件名】 バスや乗合タクシーの共同運営について

【 団 体 名 】 水の浦地区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　長崎市は既成市街地の約7割が斜面地であるため、バス停から一定の距

離がある住宅地が多く存在し、水の浦町、大谷町もそのような地区の１つ

と認識しています。 

　また近年は、長崎市の総人口のうち65歳以上は約3割と高齢化が進展

していることも相まって、市内の斜面地域や縁辺部などの他の地区から

も、同様の要望が多数寄せられています。 

　これまで長崎市では、バス停から一定の距離があり、住宅が連坦した

5ha以上のまとまりのある区域を「バス空白地域」と定め、一定の人口規

模を有し需要が見込まれる地区に乗合タクシーを導入しましたが、相当額

の補助金が必要となっていることから、さらに人口規模が小さいすべての

地区に展開していくことが難しい状況で、要望があった他の地区にもその

旨をお答えしています。

　水の浦町、大谷町についても、バス空白地域に該当していないことや、

No.8丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能○ ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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既に乗合タクシーを導入している地区の人口規模より少なく、採算性が見

込めないなどの理由により、乗合タクシーの運行は難しいと考えていま

す。 

　なお、補助金形式以外での地域の移動手段の確保策として、「タクシー

の乗り合わせ」など地域の共助による移動手段も考えられます。長崎市内

で実現した事例はまだありませんが、住民の皆様が取り組まれる場合は、

長崎市も一緒になって取り組んでいきたいと考えています。
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【担当部課名】

中央総合事務所 地域整備１課

◆要望内容

【要望内容】 　旭町９番２２号　車の行き止まりに付き、車の回転場設

置をお願い致します。 回転場所として使用する土地の協力

は得られている。

【要望件名】 回転場設置について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　現地を確認したところ、行き止まりの市道で民地を回転場所として利用

されている状況を確認しました。この市道は、狭小箇所が複数あり軽車両

以外は、進入することが非常に困難な状態です。

　現在、長崎市は車が入れない生活道路の整備にも取り組んでいるところ

です。

　ご要望の回転場の設置箇所については、用地の寄附や安全面の確保等も

必要になることから、今後、地元の皆様と整備の可能性について協議検討

していきたいと考えております。

No.9丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋

○
６　その他 （  ）
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【担当部課名】

水産農林部 農林振興課 、 中央総合事務所 地域整備１課

◆要望内容

【要望内容】 　江の浦川の源流は稲佐山の中腹です。豪雨の時は滝の様

に流れ護岸の石がゴロゴロと護岸のカーブに当たり流れ落

ちます。水源部に砂防堰堤等を設置をして、護岸の補強工

事をお願いします。

【要望件名】 江の浦川砂防堰堤設置について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　先日、事前調査を行い、下流の水路へ影響を及ぼしていると考えられる

場所は保安林外で個人所有の水路の護岸が崩落している部分と思われま

す。

　それより上流の山林の一部は、現在、保安林として指定されております

が、現状としては、山林が荒廃しているものの、今すぐ、土石流が発生す

る可能性は低いと思われます。

　保安林では、その機能を維持するため、防災対策として災害の原因とな

る土石流等を起こさないため治山ダムを設置するなどの治山事業がありま

す。

　治山事業を行うためは、保安林への指定、治山ダムや作業道などを造る

ための土地所有者の承諾が必要不可欠であることや今回、流末となる水路

が個人所有であるなど、課題もありますが、事業化の可能性について、関

係機関と協議・検討を行いたいと考えております。

No.10丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋

○
６　その他 （  ）
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　これまでも大雨後の現地を調査したところ、既存の護岸に流下してきた

石が接触した形跡は確認しておりますので、必要に応じて補修等を施して

いきます。
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【担当部課名】

中央総合事務所 地域整備１課 、 土木部 土木防災課

◆要望内容

【要望内容】 　あびきや大潮の台風接近時に浸水被害が発生しているた

め、江の浦川の護岸設置をお願い致します。

【要望件名】 江の浦川護岸設置（旭町）について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　ご要望の江の浦川護岸設置につきましては、これまでにおいて護岸の補

強工事を行っており、一定の整備は完了しているものと考えております。

あびきや大潮の台風接近時に異常高潮のため、丸尾地区では浸水被害が発

生している状況でありますが、現地盤高が低いことから根本的なハード整

備は困難と考えております。

No.11丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能○ ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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【担当部課名】

市民健康部 動物管理センター

◆要望内容

【要望内容】 　犬猫の糞害に苦慮している。衛生面、町内美化、風紀

上、真に遺憾と言わざるを得ない。行政上規制を強化する

必要がある。

　具体的には、犬の散歩時の糞尿の捨置き、ノラ猫の餌や

りである、他方、獣は「益獣」「害獣」を区別し、「害」

なるものは、それなりに処分すべきである。この件も、行

政の責任のもとに結果を出して欲しい。

【要望件名】 犬猫の糞害について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

   長崎市におきましては、犬の散歩時の糞尿の放置、猫の放し飼いや所有

者のいない猫、いわゆる野良猫への不適切な餌やり行為による生活環境被

害の相談・苦情が多く寄せられている状況です。

   このため、広報紙などの広報媒体による犬猫の適正飼育などの啓発活動

に加え、苦情発生地域での広報車による音声啓発、自治会への啓発ポス

ター等の提供や犬の散歩時のマナー違反、猫の放し飼いや野良猫への不適

切な餌やり行為をしている人への指導啓発活動を行っておりますが、この

ような迷惑行為をする人が後を絶たない状況です。  

  特に、野良猫への不適切な餌やり行為は、野良猫の繁殖や糞尿等による

生活環境被害をもたらす要因のひとつとなっており、一定の規制が必要で

あると考えています。

No.12丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能○ ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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　この点を含め、市民の動物愛護に関する意識の醸成、並びに人と動物と

の共生社会の実現に寄与するものとなるよう、長崎市動物の愛護及び管理

に関する条例を制定（令和４年７月１日施行）したところであり、特に、

野良猫への不適切な餌やり行為について、一定の規制をかけることとなっ

ており、当該条例に基づき対応してまいりたいと考えています。 

　なお、動物の不適切な取扱いへの対応を強化するため、令和元年の「動

物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、都道府県知事に、野良猫

への不適切な餌やり行為等の動物への給餌若しくは給水に起因した生活環

境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言

をすることができる権限が与えられており、指導助言に従わない場合は措

置勧告、勧告に従わないときは措置命令が可能となり、措置命令に従わな

いときは、罰則（５０万円以下の罰金）の適用対象となります。 

  長崎市としても、特に悪質なケースについては、このような制度を活用

し、県と連携しながら、対応してまいりたいと考えております。 

   なお、平戸小屋町自治会で問題となっております朝日公民館前の空き家

における野良猫への不適切な餌やり行為の問題につきましては、今後とも

動物管理センターと建築指導課が連携して対応してまいりたいと考えてお

ります。  

   また、野良猫について、イノシシ等と同様に害獣としての取り扱いがで

きないかとのことですが、猫については、「動物の愛護及び管理に関する

法律」で、愛護動物として定められており、みだりに傷付けたり、存在す

るからといって処分目的で捕獲することは法に抵触する行為となります。

   愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、５年以下の懲役または

５００万円以下の罰金、虐待や遺棄した者については、１年以下の懲役ま

たは１００万円以下の罰金に処せられることになります。

   現在、野良猫による生活環境被害の軽減及び猫の殺処分の削減並びに地

域コミュニティ形成の観点から、自治会ぐるみで野良猫の不妊去勢手術を

行う等の地域猫活動を行う地域が増えてきております。

   自治会の集会の場等へ動物管理センターの職員が出向いて地域猫活動並

25



びに長崎市動物の愛護及び管理に関する条例について、説明させていただ

きたいと考えておりますので、是非、ご検討くださいますようお願いいた

します。
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みんな おうちで いっしょが いいね。
＊＊ ねこはできる限り屋内で飼いましょう ＊＊

イラストレーション　椿あす

長崎市
猫の適正飼養ガイドライン

〔改訂版〕
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はじめに……ひととねこが平和に共存するまちづくりのために

　ねこたちは、ながさきの風景に溶け込むように、わたしたちとともに暮らしています。同じ

街に暮らす生き物としてねこをかわいがり餌を与えるひとがいる一方で、そうしたねこがもた

らす糞尿や乱繁殖の被害に迷惑するひともいます。ひととねこが平和に共存するためには、ひ

との側に「思いやり」と「ルールづくり」の両方が求められます。

　このガイドラインは、ねこの正しい飼い方や接し方、ねこが好きなひともねこに困るひとも

守るべきルールを明確にし、適切な飼育ス

タイルや動物愛護への理解を広めることを目

的としています。ねこの被害に迷惑するひと、

天寿を全うできない不幸なねこがなくなるこ

とで、「ひととねこが平和に共存するまち・

ながさき」を実現できるように、このガイド

ラインを活用していただければ幸いです。

１　ねこの分類

　このガイドラインでは、所有（飼われ方）と管理（給餌・衛生・健康）の面から、次のよう

にねこを分類します。

 管理面

　飼い主がはっきりしている ① 完全室内飼いねこ………………◎～○

② 内外飼いねこ……………………○～△

　飼い主がはっきりしない ③ 外飼いねこ………………………△～×

④ 餌やりねこ………………………△～×

　飼 い 主 が い な い ⑤ ノラねこ……………………………×

⑥ ②～⑤のねこが生んだ子ねこ……×

　ひととねこが平和に共存するために望ましい飼

い方は「①完全室内飼い」 です。ねこが健康で長

生きできるための「思いやり」、ねこが地域住民

に迷惑をかけないための「ルール」の両面から考

えて、ねこを外に出すことが望ましくないのは明

らかです。できるだけ「完全室内飼い」を行なう

ようにしましょう。

室内飼いのねことノラねこ、その暮らしは大きく違います

128



２　ねこの生態と習性

(1) 成長

1 ～ 1.5週齢 目が開く /自力で排泄はできない

3 ～ 4週齢 歩行開始 /乳歯が揃い始める /自力排泄が可能になる

1 ～ 2 ヶ月齢 ひとを含めた他の動物との接し方を身につける /運動が活発に

3 ヶ月齢 歯が生え替わり始める /混合ワクチン接種適齢（1 ヶ月おきに 2回）

4 ～ 5 ヶ月齢 体格は成猫に近くなる /不妊化手術適齢（体重 2kg が目安）

6 ～ 8 ヶ月齢 性成熟に達し、メスは出産可能に、オスも繁殖行動可能に

1歳 成猫となり、ほぼ成長が止まる（人間に置き換えると 20歳くらい）

7歳～  シニア期に入る（人間の 45歳くらい）/定期的な健康診断を

(2) 寿命

ノラねこは長生きしてもせいぜい 4 ～ 5年と短命です（人間に置き換えると、せいぜい

30代半ばで亡くなることになります）。一方、完全室内飼いのねこは、適切な栄養管理

と健康管理を行なうことで、20歳近くまで生きることもあります。

(3)繁殖

不妊化していないメスは年2 ～ 4回の発情期があり、交尾した場合は 100％妊娠します。

授乳中でも妊娠することがあり、また親子・兄妹間で繁殖することもあります。

妊娠期間は 65日、1回の出産頭数は 2 ～ 6匹が普通です。

オスは決まった発情期はなく、メスの発情に誘発されて繁殖行動を行ないます。

(4)習性

○夜行性 基本的に、昼間は休息し、夜間に活動が活発になります。

○トイレ 乾いた柔らかい土や砂地を好み、ほぼ一定の場所を選びます。この習性

を利用すると、トイレのコントロールをすることができます。

○行動範囲 個体差や環境にもよりますが、屋外にいるねこは概ね半径 250 ｍ程度

のなわばりを持ちます。メスよりもオスの方が行動範囲は広く、また

発情・繁殖行動中にはより広い範囲を動き回ります。

○マーキング オスはなわばりを主張するために、臭いの強い尿をスプレーのように飛

ばしてマーキングを行ないます（去勢手術によって軽減されます）。

○爪とぎ なわばりを示す・気分転換を図る・爪の新陳代謝を促すなど、さまざま

な理由で爪とぎをします。爪とぎも、トイレ同様、ほぼ決まった場所

で行ないます。

○その他 環境の変化に対しては敏感で、それがストレスとなります。一方、必ず

しも広い活動スペースは必要としないので、十分に室内飼いは可能で

す。広さよりも、むしろ上下運動を好むため、キャットタワーなどを

設置するとよいでしょう。

229



３　適正飼養とは

　令和元年 6 月に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」では、飼い主（所有者）の

責務として、次のような適正飼養の項目を掲げています。

(1) 逃げ出さないように対策すること＆身元の表示をすること

　ねこを外に出すと、糞尿や鳴き声、車や庭木に傷をつけるなどして、ご近所に迷惑を

かけてしまいます。また、交通事故や感染症によって命を落としたり、戻れなくなって

ノラねこになってしまうこともあります。「ねこへの思いやり」と「ご近所づきあいのルー

ル」のために、完全室内飼いは必要です。完全室内飼いをしていても、ねこは思いがけ

ないきっかけで逃げ出してしまうことがあります。玄関や窓には脱走防止策を施すとと

もに、連絡先を書いた首輪やマイクロチップなどを装着しましょう。

(2) 終生飼養すること

　飼う前にはねこの生態・習性を理解し、居住環境（ペット可であることの確認）、飼

育費用、不妊化費用、治療費用、世話の時間など、家族全員で十分に話し合い、ねこを

最期まで看取る決意と覚悟をもって飼いましょう。

(3) 不妊・去勢手術を施すこと

　1 つがいの親ねこからは、1 年間で最大 70 匹の子ねこ・孫ねこが生まれます。でき

るだけ早く、頭数の少ないうちに、メスの不妊手術・オスの去勢手術を行ないましょう。

☆オス去勢手術のメリット：発情しない /妊娠させない / マーキングが減る /家出やケ

ンカ・威嚇する鳴き声が減る /性格が温和になる

☆メス不妊手術のメリット：発情しない /妊娠しない / メス特有の病気が防げる

(4) 病気についての正しい知識を持つこと

　　猫白血病・猫エイズ・猫パルボ・猫カリシなどのウィルスによる感染症は、時には

簡単にねこの命を奪いますが、その多くはワクチン接種によって防げます。また、狂

犬病やパスツレラ症などの人獣共通感染症は、飼いねこから飼い主にも広がってしま

います。かかりつけの動物病院を持ち、ワクチン接種などの健康管理に努めましょう。
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４　ねこの困りごと

　よくある相談を例にしてみました。このほかにもさまざまな相談が動物管理センターや動物

ボランティアには寄せられます。ねこの困りごとを抱えている方は、一度相談してみて下さい。

同じようなことに悩んでいる人はたくさんいますし、解決策もきっとあります。

●子ねこを拾ってしまったが、どうしたらいいだろうか

家で飼えない場合は、他の飼い主さんを探しましょう。知り合いに

声をかけるほか、動物病院やお店・コンビニにポスターを貼らせても

らったり、インターネットの里親さがしサイトに掲載してもらう、行

政やボランティア主催の里親さがし譲渡会に参加するなど、たくさん

の方法があります。せっかく助けた命です。あきらめて放り出すこと

なく、最後まで責任を持って里親さがしを続けてください。

●庭によそのねこがやってきて糞尿被害を受けている

ガーデニングでやわらかくした土は、恰好のねこトイレになります。それを避けるには、より快適なトイ

レを用意するか、逆にねこにとって快適ではない環境づくりをする必要があります。市販のねこトイレを置

いてみる、忌避剤（木酢液・竹酢液は比較的効果があります）をまく、水を撒く（猫は水を嫌います）、トゲ

トゲや超音波発生器など市販のねこ除けを置くなど、いろいろな方法を組み合わせながら試してみて下さい。

なお、ねこに罪があるわけではありませんので、虐待になるようなことをしてはいけません。愛護動物の

虐待は犯罪です（5年以下の懲役または 500万円以下の罰金に処せられます）。その前に相談を！

●近所で餌やりをされ、ねこが集まって迷惑している

餌やりをする人は「かわいそうなねこ」が集まっている場所にやってきます。そして周囲から疎まれ、文

句を言われても、なかなか餌やりをやめることはなく、深夜や早朝に時間を変えて餌やりを続ける傾向にあ

ります。無責任な餌やり行為を地域からなくすためには、「かわいそうなねこ」をなくさなくてはいけません。

　未去勢・未不妊のねこを外に出してしまう飼い主が地域にいませんか？　そこから生まれた子ねこのほと

んどは「かわいそうなねこ」になりますから、地域に適正飼養の考えを広めることは重要です。また地域ぐ

るみで「かわいそうなねこ」を管理する「地域ねこ」のしくみも検討する価値があります。地域ねこ活動を

行なおうとする自治会に対しては、行政・ボランティアの支援も受けられますので、ぜひ相談してみて下さい。

●家の前に猫を捨てられて困っている

愛護動物の遺棄は犯罪です（1 年以下の懲役または 100 万円以

下の罰金）。所轄の警察署・交番に連絡して事情を説明するととも

に、立看板や照明を設置したり、自分のねこは室内飼いにして外

に出さないなど、捨てにくい環境を整えるのが効果的です。また、

自治会にも相談して、地域ぐるみで捨てねこをされないまちづく

りに取り組むことが望ましいです。
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●去勢手術・不妊手術は受けさせたいが、お金がない

オスの去勢手術は 1.5 ～ 2 万円、メスの不妊手術は 2 ～ 2.5 万円程度かかるのが平均的です。決して安

い金額ではありませんが、一定の条件を満たすと行政・獣医師

会・ボランティア団体が行なっている事業から補助を受けられ

ることもありますので、ご相談下さい。

　何よりも、早めに・頭数が少ないうちに手術を済ませてしま

うのが鉄則です。増えてからでは、手術費用もかさみますし、

それだけでなく、毎月の餌代も何倍にも増えます。「将来の餌

代を増やさないため」と考えて、手術のためにお金を回すよう

に心掛けて下さい。

●飼いねこが迷子になってしまいました。どうしたらいいですか？

まず動物管理センターと地域の警察署・交番に、迷子になったねこの特徴（首輪の有無、雌雄の別、年齢、

柄・模様、体格やしっぽの長さなど）とともに、迷子になった経緯を知らせて下さい。

　実際にねこを捜すには人手と人の目が必要です。できるだけ多くの方に手伝ってもらいましょう。ちらし

やカードを用意していつでも誰にでも渡せるようにします。

　迷子になったねこは、2 ～ 3日は近所に潜んでいるケー

スが大半ですが、それ以降はかなり広い範囲をさまよい歩

くこともあります（数 km 以上離れた場所まで移動してし

まうことも稀ではありません）。「そのうち戻るだろう」と

呑気に考えず、早く手を打つことが鉄則です。

　そして、1 ヶ月以上経過してから見つかることもありま

すので、決してあきらめずに探しましょう。きっと飼いね

こもその思いに応えてくれるはずです。

長崎市のねこ事情

　「長崎はねこが多い」と言われます。これほどねこが多いのは、車が通りにくいまちの造りや冬でも温暖な気

候が、ねこにとって住み心地がよい点が挙げられます。しかしこのねこたちをめぐって市内のあちこちの地域

でねこ好きの人とねこに困っている人とが対立し、トラブルともなっています。特にノラねこ（飼い主のいな

いねこ）に餌をあげている人たちの問題は、全国では殺人事件にまで発展してしまうこともあるぐらい深刻です。

ノラねこへ餌をやる人も決して悪いことをしているわけではなく、「かわいそうだから」という優しい気持ち

を持った人たちです。けれども、自分ひとりで餌やりから糞尿の始末、繁殖制限のための手術など、すべての

ねこの管理をすることはできません。そこで「地域ねこ活動」が生まれました。地域の中のねこ好き、ねこで困っ

ている人、その他皆が一緒になって地域のノラねこを管理し、問題を解決してゆくことが大事です。
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TNRと耳先カット

　TNR とは、T
トラップ

rap:捕獲～ N
ニ ュ ー タ ー

euter:不妊去勢手術～ R
リ タ ー ン

eturn:元

の居場所に戻す、の頭文字を取ったもので、飼い主のはっきり

しないねこ・飼い主のいないねこを徐々に減らしていくための

方法です。捕獲して不妊化手術をしたねこを元の場所に放すこ

とにより、それ以上子ねこが生まれることがなくなるとともに、

そこによそからねこが流入することを防ぎます（捕獲だけした

ままそこにねこがいなくなると、その空白地帯によそのねこが

流入するバキューム現象が起こります）。

　TNR をきちんと行なった場合、子ねこの減少はその年から明

らかに見られます。成ねこも含めた全体の頭数も概ね 3 年で半

数近くまで減少します（長崎市内での先行事例より）。

５　地域ねこ活動

　「地域ねこ活動」ということば自体は、近年少しずつ知られるようになってきましたが、その

中身についての理解はまだ十分には広まっていないようです。

　「飼い主がはっきりしているねこ」については、飼い主が適正飼養のルールを守ることで、「ね

こへの思いやり」も「ご近所づきあいのルール」も満たすことができます。けれども、地域の

生活環境を考える上では、「飼い主がはっきりしないねこ」「飼い主がいないねこ」をそのまま

放置しておくわけにはいきません。

　そうした特定の飼い主がいないねこのうち、その地域の複数の住民やボランティアによって、

(1)定期的に餌を与えられ、(2)糞尿の清掃が行なわれ、(3)不妊化手術を施されているねこ

を「地域ねこ」と呼びます。このガイドライン 2 ページにある「ねこの分類」に挙げた④⑤⑥

のねこたちがその対象となります。不妊化で一代限りとなったねこを、餌やり・トイレ・健康

面からしっかりと管理するのが「地域ねこ活動」です。

　「地域ねこ」は、通常 5 年程度、長くても 10 年程度で一生を終えます。全ての地域ねこが

その天寿を全うしたときに地域ねこ活動も終了します。そのときには、ねこのもたらす被害に

迷惑する人も、天寿を全うできない不幸なねこも、いなくなっているはずです。無理やりねこ

をよそに追い払ったり捕獲・駆除するのではなく、ねこの寿命を待ってその数を緩やかに減ら

していくことで、「ねこの被害に困っている人」「ねこに優しくしたい人」双方に配慮しながら、

ひととねこが地域で共生できるようにしていくのが「地域ねこ活動」の目標です。

　地域ねこ活動について、より詳しく知りたい方は、動物管理センターまでお問い合わせ下さい。

不妊手術を済ませた目印として右耳の

先に V字の耳先カットを施したねこ

（写真＝ながさき地域ねこ活動

支援ネットワーク）
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7

困ったときの連絡先

●飼い猫が迷子になったら／遺棄・虐待を見つけたら

長崎市動物管理センター（844-2961）

長崎警察署（822-0110） 大浦警察署（829-0110）

浦上警察署（842-0110） 時津警察署（881-0110）

●動物病院を探したい

長崎県獣医師会（0957-26-3678・http://nagasaki-vet.com/byouin-1.html）

●譲渡会で猫の里親を探したい／猫の里親になりたい

長崎市動物管理センター（844-2961・通例 7/8/10月第 3日曜）

長崎市動物管理センター

〒 852-8104　長崎市茂里町 2-2　TEL: 095-844-2961　FAX: 095-846-1197

E-mail: doukan@city.nagasaki.lg.jp

制作協力：長崎県動物愛護推進協議会長崎支部・ながさき地域ねこ活動支援ネットワーク

平成 26年 3月（令和 4年 3月一部修正）

６　緊急・災害時対策

　災害時においても、飼育動物は飼い主の責任の下、飼育・管理することが必要となります。

家族の一員である飼いねこのために、安全に避難できるよう日頃から準備をしておきましょう。

●保存ができる餌・水・常用薬を、少なくとも 5日分以上、確保しておきましょう。

●飼い主が特定できるよう、迷子札とマイクロチップの二重の用意が、いざというとき

に有効です。

●はぐれた場合を想定して、飼いねこと飼い主が一緒に写った写真を用意しておきま

しょう。携帯電話に保存しておくのもよいでしょう。

●ケージやキャリーに入れるように、普段から慣らしておきましょう。

●飼いねことともに行動し、避難場所へ向かいましょう。通常、ペットは避難所居室に

は入れません。飼育に必要な資材は、飼い主が持ち寄るのが原則です。

34



【担当部課名】

水産農林部 水産農林政策課

◆要望内容

【要望内容】 　地域の活性化のため定期的に「朝市」を催してはどう

か。開催場所としては例えば、旧水産振興会館跡地、長崎

駅西口広場、旭大橋下などがある。行政と地域が協力体制

を取れば実現可能である。

【要望件名】 朝市の開催について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　「朝市の開催について」ご提案いただきありがとうございます。

　長崎市の地元産品を市民の皆様に知っていただき、楽しみ、購入してい

ただく場は必要であると認識しております。

　現在、市内には直売所が20か所あり、そのほかにも市内のスーパー

マーケットなどの商店で、地元産品を積極的に取り扱っていただくなど、

協力をいただいているところです。

　朝市に類似するものとして、市では、毎年秋に「ながさき実り・恵みの

感謝祭」という地元産品が販売され、購入できるイベントを開催していま

す。昨年は、夢彩都横のおくんち広場で、11月27日（土）、28日

（日）の２日間開催し、5,240人に来場していただきましたが、一方で、

出店者の方への聞き取りでは、収益的には厳しいものがあると伺っていま

す。

　このようなことから、仮に朝市を実施するとした場合、実施場所の集客

No.13丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他○ （ 行政主体では実施困難であるが、民間
連携のサポートは可能 ）
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性、出店者集めなどが課題と感じており、ご提案の場所での朝市開催、運

営は難しいものと考えています。 

　市産品の市民による利用、いわゆる地産地消は大切だと考えていますの

で、今後とも市民の皆様のご協力をいただきながら取り組んでいきたいと

考えています。
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【担当部課名】

建築部 建築指導課

◆要望内容

【要望内容】 　当地域内では、空き家が増加し、中には生活道路に面し

た危険な空き家もあり、二次災害が発生する恐れがありま

すが、自治会では空き家の所有者がわからないことが多

く、市役所より所有者に対し何らかの指導なり、要請がで

きないのか要望します。

【要望件名】 老朽化した空き家の撤去について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　建物の維持管理は、空き家であっても、所有者が適正に管理を行ってい

ただく必要があります。 

　しかしながら、経済的問題や相続問題等の理由により、長年放置され老

朽化し、周辺の方々に深刻な影響を及ぼしているものがあり、そのような

場合は、適正な維持管理や除却を行っていただくよう、所有者に対して助

言や指導を行っております。 

　ご相談がありました生活道路沿いの空き家につきましては、平成２９年

３月に自治会から相談を受け、外壁の一部に落下の恐れがあったことか

ら、現地にて注意喚起の表示を行い、所有者へ指導を行い、経過観察して

いたところ、昨年に、外壁の一部落下の恐れが確認できたので、その旨、

再度、所有者へ連絡しております。

　今回の要望を受け、再度現地を確認し、屋根の一部損壊を把握しました

ので、所有者へ解体等を促したところ、外壁の修繕を行う旨、所有者から

No.14丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

１　可能 ２　一部可能 ３　不可能○ ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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回答を得ております。一日でも早く周辺の皆様に安心していただけるよ

う、所有者へ粘り強く指導してまいります。 

　また、その他の自治会で所有者が把握できない空き家については、所有

者調査を行い、必要な指導等を行ってまいります。 

　空き家問題は行政だけでは解決できないため、地域のご協力をいただき

ながら取り組んで参ります。

　空き家に関する相談については、建築指導課までご連絡ください。

（空き家に関する相談窓口） 

長崎市建築部建築指導課　建築安全係

　 ℡０９５－８２９－１１７４（直通）
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●
市
で
は
、
が
け
の
所
有
者
等
へ
、
適
切
に
管
理
し
て
い
た
だ
く
よ
う
助
言
・

指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
ひ
び
割
れ
、
ず
れ
、
ふ
く
ら
み
、
傾
き
な
ど
が
あ
れ
ば
、
強
度
が
不
足
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
身
近
に
危
な
い
「
が
け
」
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

建
築
指
導
課
（
☎

8
2

9
-
1

1
7

6
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
「
崩
れ
る
恐
れ
が
あ
る
が
け
」
の
防
災
工
事
ま
た
は
「
崩
れ
た
が
け
」
の

復
旧
工
事
な
ど
を
行
う
際
の
補
助
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

長
崎
市

 
建
築
部

 
建
築
指
導
課

け
ん

ち
く
し
ど
う
か

 
開
発
指
導
係
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が
け
崩
れ
の
予
防
対
策
は
、
我
が
家
の
宅
地
を
守
る
の
と
同
様
に
、
隣
り
合
う
宅
地
に
被
害
を
及

 

ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
大
切
で
す
。
 

日
頃
の
ケ
ア
を
行
う
と
と
も
に
必
要
な
対
策
工
事
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

 

ー
日
頃
の
ケ
ア
ー

 

●
が
け
に
異
常
が
な
い
か
状
態
が
見
え
る
よ
う
に
、
雑
草
を
放
っ
て
お
か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
が
け
側
に
雨
水
な
ど
を
流
さ
な
い
よ
う
に
、
排
水
溝
を
整
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
が
け
地
の
斜
面
に
あ
る
不
安
定
な
木
な
ど
は
除
去
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

●
梅
雨
や
台
風
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の
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や
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雨
の
後
は
、
が
け
の
状
態
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調
べ
、
崩
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
ら
必
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修
復
を
し
ま
し
ょ
う
。

ー
対
策
工
事
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●
が
け
が
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
が
け
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
擁
壁

よ
う
へ
き

の
設
置
や

水
抜
き
穴
、
排
水
溝
の
設
置
、
が
け
面
の
保
護
と
い
っ
た
対
策
工
事
や
、
が
け
崩
れ
が
生
じ
た
場
合

に
、
土
砂
を
受
け
止
め
て
建
物
へ
の
被
害
を
軽
減
す
る
待
ち
受
け
擁
壁

よ
う
へ
き

を
設
置
す
る
な
ど
の
対
策

工
事
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

古
い
石
垣
が
危
な
い
！
？

 

危
な
い
『
が
け
』
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

 

 
下
記
の
連
絡
先
ま
で
、
電
話
又
は
フ
ァ
ッ
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ス
、
電
子
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ー
ル
等
に
よ
り
、
が
け
地
の
正
確

な
所
在
（
住
所
又
は
地
図
）
、
連
絡
さ
れ
る
方
の
氏
名
・
連
絡
先
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

危
な

い
『
が

け
』
の

連
絡

方
法

 

令
和
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年
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月
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『
が

け
』
の

一
例

で
す

。
こ

の
他

に
も

、
ご

心
配

な
『
が

け
』
が

あ
り

ま
し

た
ら

、
建

築
指

導
課

ま
で

ご
連

絡
く

だ
さ

い
。

ひ
び

割
れ

が
広

が
り

、
前

後
ま

た
は

上
下

に
ず

れ
て

い
る

。
  

目
地

部
の

前
後

の
ず

れ
が

拡
大

し

て
い

る
。

上
下

の
段

差
が

拡
大

し
て

い
る

。
 

前
方

へ
の

「
ふ

く
ら

み
」
が

大
き

く

な
っ

て
い

る
。
  

傾
い

て
い

る
。
 

途
中

で
折

れ
て

い
る

。
 

目
地

が
ず

れ
、
石

が
抜

け
て

い
る

。
 

 
ひ
び
割
れ

 

ず
れ

 

不
同
沈
下

ふ
ど
う
ち
ん
か

 

 
ふ
く
ら
み

 

 

傾
き
・
折
れ

か
た
む
き

 
・
 
お
れ

 

抜
け
石

ぬ
け
い
し
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老朽危険空き家対策事業について 

１ 事業の目的 

 市民の安全と安心を確保するため、長年にわたって使用されず、適正に管理され
ていない老朽危険空き家のうち、所有者がその建物及び土地を本市に寄附できる等
の条件を満たすものを除却し、跡地を整備することで、住環境整備等の推進に資す
ることを目的として実施しています。 

２ 対象区域 

全市域【R2 年度～】 

３ 対象となる土地・建物の条件 

（※）老朽度が住宅地区改良法施行規則別表第 1（い）欄に掲げる構造の腐朽又は破損の 

程度が 100 点以上と測定されたもの。 

裏面に事例を掲載しております。 

区分 条 件 

土地 

① 長崎市に寄附等ができること。

② 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。

③ 災害危険区域、土砂災害特別警戒区域等で維持管理に支障をきたすおそれ

がないこと。

④ 寄附等後に災害防止のための擁壁工事等の措置が必要でないこと。

⑤ 跡地の維持管理に係る地元自治会の同意が得られるもの。ただし、市長が

特に必要があると認めるときは、この限りでない。

⑥ 土地の所有者が市税を完納していること。

⑦ 建築基準法第 42 条に規定する道路に接していること。

建物 

① 木造建築物又は軽量鉄骨造建築物で、市が一定の老朽度があり、かつ、周

囲に対して危険性があると判定した空き家。（※）

② 長崎市に寄附等ができること。

③ 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。

④ 借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸してい

る土地を、長崎市へ寄附等をすることができること。

⑤ 建物の所有者が市税を完納していること。

「町内に問題となっている空き家があり、解体後の跡地

を自治会で利用したい！」と思われる方は建築指導課

までご相談ください。 

担当：建築指導課 建築安全係 ℡095-829-1174 

41



長崎市老朽危険空き家対策事業 事例 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

整備面積：155.30 ㎡  

跡地利用：ポケット広場、展望所、樹木の植栽 

特  徴：生活道路を拡幅し、広場は保育所などの課

外活動や遊び場として利用 

平成１８年度 除却前（十人町） 除 却 後 

整備面積：180.05 ㎡ 

跡地利用：ポケット広場、駐輪場、ごみステーション 

特 徴：地域の憩いの場と駐輪場として利用。ごみス

テーションを移設したことで、通路は十分な

幅員となった。

平成２１年度 除却前（大鳥町） 

平成２7 年度 除却前（戸町 3 丁目） 

除 却 後 

整備面積：38.34 ㎡ 

跡地利用：駐輪場 

特 徴：狭小な市道における駐輪の排除による安全

性の確保 
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【担当部課名】

建築部 建築指導課 、 環境部 環境政策課

◆要望内容

【要望内容】 　空き家屋の件と同様、空地のまま放置され、雑草が生

茂ってしまう状況です。夏場になると、ゆうに1ｍを超し簡

単に手を出せる状態ではありません。通行の妨げになる箇

所も出てまいりますが、当方も対応するにも限られてきま

す。

　市役所にも相談しましたが、やはり地権者の問題との事

でこちらも空き家屋の件と同様、何らかの指導、要請を

やっていただきたい。

【要望件名】 空き地の雑草処理について

【 団 体 名 】 朝日校区連合自治会

【回答内容】

【回答】

　空地の雑草対策は、所有者自らによる管理が原則ですが、適正な管理が

行われず、地域住民の生活に影響を及ぼしている空地が増え、問題となっ

てきております。

　このため、長崎市では空地の管理責任を明確にした「長崎市環境保全条

例」に基づき、空地の所有者又は管理者に対して周辺の生活環境を侵害

しないよう適正管理の指導を行っております。 　

　今後も、関係課と連携しながら、空地の適正管理に関する相談につい

ては現地調査を行い、所有者等に、面談、電話、文書等により周辺地域

の生活環境に影響を及ぼすことがないよう助言、指導を行ってまいりま

す。

No.15丸 尾 中 学 校 区  回 答 票

◆回答

○１　可能 ２　一部可能 ３　不可能 ４　調査検討

５　斡旋 ６　その他 （  ）
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